
加古川市町内会・自治会アドバイザー派遣事業実施要綱 

 

平成30年４月９日 

協働推進部長決定 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、持続可能な組織運営や地域課題の解決を検討している町内会・

自治会（加古川市町内会連合会を構成する町内会長・自治会長が率いる町内会・自

治会をいう。以下同じ。）に対して、町内会・自治会アドバイザー（以下「アドバ

イザー」という。）を派遣し、助言等を行うことにより、地域課題の解決及び地域

組織の活性化を図るとともに、市民の自主的・主体的なまちづくり活動を支援する

ことを目的とする。 

（対象） 

第２条 アドバイザーを派遣する対象は、次の各号のいずれかに該当するものとする

。 

（1）持続可能な組織運営や地域課題の解決に向けて新たな取組を検討している町内

会・自治会。 

（2）地域課題の解決に向けて新たな枠組みを検討している町内会・自治会と、当該

町内会・自治会に関係する複数の地域団体（他の町内会・自治会、連合町内会、

老人クラブ、婦人会、少年団、ＰＴＡなど）。 

（派遣の内容） 

第３条 アドバイザーは、申請団体が開催する会議や協議の場などに出席して、指導

、助言及び事例紹介等を行い、地域組織の活性化、地域課題の解決に向けた取組及

び枠組みの構築を支援する。 

（派遣の手続き） 

第４条 アドバイザーの派遣を希望する地域団体は、派遣希望日のおおむね１ヶ月前ま

でに「加古川市町内会・自治会アドバイザー派遣申請書」（様式第１号）を市長に提

出するものとする。 

２ 市長は、前項の申請があった場合は、予算の範囲内でアドバイザーの派遣を審査



する。 

３ 市長は、派遣を決定したときは、「加古川市町内会・自治会アドバイザー派遣決

定通知書」（様式第２号）により、申請者に通知し、アドバイザーを派遣するもの

とし、アドバイザーを派遣しない旨の決定をしたときは、その理由を申請者に通知

するものとする。 

 

（実績報告） 

第５条 アドバイザーの派遣を受けた団体は、派遣を受けた日から14日以内または派

遣を受けた日の属する年度の３月31日のいずれか早い日までに「加古川市町内会・

自治会アドバイザー派遣実績報告書」（様式第３号）にその他市長が必要であると

認めるものを添えて、市長に提出するものとする。 

（費用負担） 

第６条 アドバイザーの派遣に要する費用のうち、アドバイザーに対する謝金は市が

負担する。ただし、会場費等アドバイザーに対する謝金以外の経費を要するときは

、申請者が負担するものとする。 

２ 謝金の額は、１回の派遣につき30,000円とする。 

（庶務） 

第７条 アドバイザーの派遣に関する事務は、市民活動推進課において処理する。 

（委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

 この要綱は、平成30年４月９日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 


